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く回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
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目 次

　 石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す

る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 十 月 四 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 三 十 八 号

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 石 川 県 信 用 保 証 協 会 （ 以 下 「 保 証 協 会 」 と い う 。 ） に 対 し て 県 が 有 す る 回 収

納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 中 小 企 業 者 等 の 円 滑 な 事 業 の 再

生 の 促 進 及 び 債 務 の 整 理 を 図 り 、 も っ て 地 域 経 済 の 振 興 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 中 小 企 業 者 等 信 用 保 証 協 会 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 百 九 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 四 項 に 規 定 す

る 中 小 企 業 者 等 を い う 。

二 求 償 権 保 証 協 会 が 信 用 保 証 協 会 法 第 八 条 第 一 項 の 業 務 方 法 書 に 従 い 中 小 企 業 者 等 に 対 す る

融 資 に 係 る 債 務 の 保 証 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 保 証 に 係 る 債 務 （ 以 下 「 保 証 債 務 」 と い う 。 ）

を 履 行 す る こ と に よ り 取 得 す る 中 小 企 業 者 等 に 対 す る 債 権 を い う 。

三 求 償 権 の 放 棄 等 保 証 協 会 が 実 施 す る 求 償 権 の 放 棄 又 は 不 等 価 譲 渡 （ 求 償 権 の 金 額 に 満 た な

い 額 で の 譲 渡 を い う 。 ） を い う 。

四 損 失 補 償 契 約 県 と 保 証 協 会 と の 間 の 契 約 で あ っ て 、 保 証 協 会 が 保 証 債 務 を 履 行 し た 際 に 生

じ た 損 失 に 対 し て 県 が 補 償 を 行 う こ と を 定 め た も の を い う 。

五 回 収 納 付 金 保 証 協 会 が 、 損 失 補 償 契 約 の 対 象 と な る 保 証 債 務 に 係 る 求 償 権 を 行 使 す る こ と

に よ っ て 回 収 金 を 取 得 し た 場 合 に お い て 、 当 該 回 収 金 の う ち 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い も の

を い う 。

（ 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 ）

第 三 条 保 証 協 会 は 、 損 失 補 償 契 約 の 対 象 と な る 保 証 債 務 に 係 る 求 償 権 の 放 棄 等 を 実 施 し よ う と す

る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

議 案 第 四 号

石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受

け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す

る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 九 月 十 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の

放 棄 に 関 す る 条 例
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（ １３ ）

令和６年 10 月４日（金曜日） 号� 外 1石 川 県 公 報

令和 ６ 年 10 月 ４ 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ５８ 　号）



（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 石 川 県 信 用 保 証 協 会 （ 以 下 「 保 証 協 会 」 と い う 。 ） に 対 し て 県 が 有 す る 回 収

納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 中 小 企 業 者 等 の 円 滑 な 事 業 の 再

生 の 促 進 及 び 債 務 の 整 理 を 図 り 、 も っ て 地 域 経 済 の 振 興 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 中 小 企 業 者 等 信 用 保 証 協 会 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 百 九 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 四 項 に 規 定 す

る 中 小 企 業 者 等 を い う 。

二 求 償 権 保 証 協 会 が 信 用 保 証 協 会 法 第 八 条 第 一 項 の 業 務 方 法 書 に 従 い 中 小 企 業 者 等 に 対 す る

融 資 に 係 る 債 務 の 保 証 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 保 証 に 係 る 債 務 （ 以 下 「 保 証 債 務 」 と い う 。 ）

を 履 行 す る こ と に よ り 取 得 す る 中 小 企 業 者 等 に 対 す る 債 権 を い う 。

三 求 償 権 の 放 棄 等 保 証 協 会 が 実 施 す る 求 償 権 の 放 棄 又 は 不 等 価 譲 渡 （ 求 償 権 の 金 額 に 満 た な

い 額 で の 譲 渡 を い う 。 ） を い う 。

四 損 失 補 償 契 約 県 と 保 証 協 会 と の 間 の 契 約 で あ っ て 、 保 証 協 会 が 保 証 債 務 を 履 行 し た 際 に 生

じ た 損 失 に 対 し て 県 が 補 償 を 行 う こ と を 定 め た も の を い う 。

五 回 収 納 付 金 保 証 協 会 が 、 損 失 補 償 契 約 の 対 象 と な る 保 証 債 務 に 係 る 求 償 権 を 行 使 す る こ と

に よ っ て 回 収 金 を 取 得 し た 場 合 に お い て 、 当 該 回 収 金 の う ち 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い も の

を い う 。

（ 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 ）

第 三 条 保 証 協 会 は 、 損 失 補 償 契 約 の 対 象 と な る 保 証 債 務 に 係 る 求 償 権 の 放 棄 等 を 実 施 し よ う と す

る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

議 案 第 四 号

石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受

け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の 放 棄 に 関 す

る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 九 月 十 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 と 石 川 県 信 用 保 証 協 会 と の 損 失 補 償 契 約 に 基 づ く 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 の

放 棄 に 関 す る 条 例
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（ １３ ）

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 が 、 次 の 各 号 の い

ず れ か の 計 画 又 は 要 請 に 基 づ く も の で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 円 滑 な 事 業 の 再 生 の 促 進 又 は

債 務 の 整 理 に よ り 、 地 域 経 済 の 振 興 に 資 す る と 認 め る と き は 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 を 承 認 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 当 該 求 償 権 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 す る

も の と す る 。

一 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 （ 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 契 約 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 九 十 号 ）

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 で あ っ て 、 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法

律 第 九 十 八 号 ） 第 百 四 十 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 の 出 資 を 受

け た も の を い う 。 第 八 号 に お い て 同 じ 。 ） の 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再

生 に 関 す る 計 画

二 金 融 機 能 の 再 生 の た め の 緊 急 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 五 十 三 条 第

一 項 第 二 号 に 規 定 す る 特 定 協 定 銀 行 の 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関

す る 計 画

三 特 定 債 務 等 の 調 整 の 促 進 の た め の 特 定 調 停 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 十 八 号 ） 第

二 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 調 停 の 手 続 （ 同 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 調 停 条 項 の 定 め を 除

く 。 ） 又 は 特 定 調 停 に 係 る 事 件 に 関 し 裁 判 所 が す る 民 事 調 停 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十

二 号 ） 第 十 七 条 の 決 定 に 基 づ き 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 又 は 債 務 の

弁 済 に 関 す る 計 画

四 株 式 会 社 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 第 二 十 五 条 第 四 項 に 規

定 す る 再 生 支 援 決 定 若 し く は 同 法 第 三 十 二 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 支 援 決 定 を 受 け た 中 小

企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 又 は 当 該 特 定 支 援 決 定 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 の 債 務 の 弁 済

に 関 す る 計 画

五 株 式 会 社 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 法 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 百 十 三 号 ） 第 十 九 条 第 四

項 に 規 定 す る 支 援 決 定 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

六 産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 条 第 二 十 二 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き 策 定 さ れ た 中

小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

七 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 認 定 支 援 機 関 が 行 う 同 項 第 一 号 の 指 導 又 は

助 言 （ 同 法 第 百 三 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 事 項 又 は 同 項 に 規 定 す る 専 門 的 な 助 言

に 基 づ く も の に 限 る 。 ） を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

八 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 認 定 支 援 機 関 が 、 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に

よ り 被 害 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 を 支 援 す る 業 務 を 行 う 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 と し

て 規 則 で 定 め る も の に 対 し て 行 う 債 権 の 買 取 り の 要 請

九 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 四 十 条 第 二 号 の 規 定 に よ り 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 が 行 う

同 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 第 一 号 の 指 導 又 は 助 言 を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生
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（ １４ ）

令和６年 10 月４日（金曜日） 号� 外2 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 十 月 四 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 三 十 九 号

に 関 す る 計 画

十 中 小 企 業 者 等 の 私 的 整 理 手 続 に 関 す る 指 針 と し て 規 則 で 定 め る も の に 基 づ き 策 定 さ れ た 中 小

企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 又 は 債 務 の 弁 済 に 関 す る 計 画

十 一 そ の 他 知 事 が 前 各 号 の 計 画 又 は 要 請 に 準 ず る と 認 め る も の

（ 報 告 ）

第 四 条 知 事 は 、 前 条 第 二 項 後 段 の 規 定 に よ り 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 し た と き は 、 そ の

旨 を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 五 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

石 川 県 信 用 保 証 協 会 が 中 小 企 業 者 等 に 対 し て 有 す る 求 償 権 の 放 棄 等 に つ い て 、 公 的 機 関 が 策 定 を

支 援 し た 再 生 計 画 等 に 基 づ く 申 請 で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 円 滑 な 事 業 再 生 の 促 進 又 は 債 務 整

理 に よ り 、 地 域 経 済 の 振 興 に 資 す る と 認 め ら れ る 場 合 に 、 県 が 石 川 県 信 用 保 証 協 会 に 対 し て 有 す る

回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 す る た め 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（ １５ ）

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 が 、 次 の 各 号 の い

ず れ か の 計 画 又 は 要 請 に 基 づ く も の で あ り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 等 の 円 滑 な 事 業 の 再 生 の 促 進 又 は

債 務 の 整 理 に よ り 、 地 域 経 済 の 振 興 に 資 す る と 認 め る と き は 、 当 該 求 償 権 の 放 棄 等 を 承 認 す る も

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 当 該 求 償 権 に 係 る 回 収 納 付 金 を 受 け 取 る 権 利 を 放 棄 す る

も の と す る 。

一 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 （ 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 契 約 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 九 十 号 ）

第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 で あ っ て 、 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 二 十 五 年 法

律 第 九 十 八 号 ） 第 百 四 十 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 の 出 資 を 受

け た も の を い う 。 第 八 号 に お い て 同 じ 。 ） の 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再

生 に 関 す る 計 画

二 金 融 機 能 の 再 生 の た め の 緊 急 措 置 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 五 十 三 条 第

一 項 第 二 号 に 規 定 す る 特 定 協 定 銀 行 の 支 援 を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関

す る 計 画

三 特 定 債 務 等 の 調 整 の 促 進 の た め の 特 定 調 停 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 百 五 十 八 号 ） 第

二 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 調 停 の 手 続 （ 同 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 調 停 条 項 の 定 め を 除

く 。 ） 又 は 特 定 調 停 に 係 る 事 件 に 関 し 裁 判 所 が す る 民 事 調 停 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十

二 号 ） 第 十 七 条 の 決 定 に 基 づ き 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 又 は 債 務 の

弁 済 に 関 す る 計 画

四 株 式 会 社 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 第 二 十 五 条 第 四 項 に 規

定 す る 再 生 支 援 決 定 若 し く は 同 法 第 三 十 二 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 支 援 決 定 を 受 け た 中 小

企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画 又 は 当 該 特 定 支 援 決 定 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 の 債 務 の 弁 済

に 関 す る 計 画

五 株 式 会 社 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 機 構 法 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 百 十 三 号 ） 第 十 九 条 第 四

項 に 規 定 す る 支 援 決 定 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

六 産 業 競 争 力 強 化 法 第 二 条 第 二 十 二 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に 基 づ き 策 定 さ れ た 中

小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

七 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 認 定 支 援 機 関 が 行 う 同 項 第 一 号 の 指 導 又 は

助 言 （ 同 法 第 百 三 十 五 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 事 項 又 は 同 項 に 規 定 す る 専 門 的 な 助 言

に 基 づ く も の に 限 る 。 ） を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 に 関 す る 計 画

八 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 認 定 支 援 機 関 が 、 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に

よ り 被 害 を 受 け た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生 を 支 援 す る 業 務 を 行 う 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 と し

て 規 則 で 定 め る も の に 対 し て 行 う 債 権 の 買 取 り の 要 請

九 産 業 競 争 力 強 化 法 第 百 四 十 条 第 二 号 の 規 定 に よ り 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 が 行 う

同 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 第 一 号 の 指 導 又 は 助 言 を 受 け て 策 定 さ れ た 中 小 企 業 者 等 の 事 業 の 再 生

議
案
第
四
号

石
川
県
と
石
川
県
信
用
保
証
協
会
と
の
損
失
補
償
契
約
に
基
づ
く
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ １４ ）

（ 設 置 ）

第 一 条 石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 に お け る 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 興 に 向 け 、 研 修 生 の

寄 宿 舎 の 建 設 及 び 研 修 事 業 そ の 他 の 研 修 環 境 の 充 実 を 図 る た め 、 石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復

興 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い う 。 ） に お い て 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 第 一 条 に 規 定 す る 設 置 の 目 的 を 達 成 す る

た め に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る も の と す る 。 た だ し 、 こ の 基 金 に 編 入 す る こ と を 妨 げ な い 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 四 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

議 案 第 十 五 号

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例 に つ い て

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 九 月 十 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例
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（ ３７ ）
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（ 設 置 ）

第 一 条 石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 に お け る 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 興 に 向 け 、 研 修 生 の

寄 宿 舎 の 建 設 及 び 研 修 事 業 そ の 他 の 研 修 環 境 の 充 実 を 図 る た め 、 石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復

興 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い う 。 ） に お い て 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 第 一 条 に 規 定 す る 設 置 の 目 的 を 達 成 す る

た め に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る も の と す る 。 た だ し 、 こ の 基 金 に 編 入 す る こ と を 妨 げ な い 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 四 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

議 案 第 十 五 号

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例 に つ い て

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 六 年 九 月 十 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 条 例
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（ ３７ ）

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 に お け る 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 か ら の 復 興 に 向 け 、 研 修 生 の 寄 宿 舎

の 建 設 及 び 研 修 事 業 そ の 他 の 研 修 環 境 の 充 実 を 図 る た め 、 石 川 県 立 輪 島 漆 芸 技 術 研 修 所 復 興 基 金 を

設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（ ３８ ）
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